
議案第８号 

 

   北本市障害児学童保育室設置及び管理条例の一部改正につい 

   て 

 

 北本市障害児学童保育室設置及び管理条例の一部を次のように改正す

る。 

 

 

  平成２６年２月２１日 提出 

 

 

北本市長 石 津 賢 治     

 

 

   北本市障害児学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 北本市障害児学童保育室設置及び管理条例（平成１８年条例第５４号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「市内の小学校及び中学校の特別支援学級に在学する児童及

び生徒並びに特別支援学校に在学する市内在住の児童及び生徒の健全な

育成に資する」を「学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規

定する学校（幼稚園及び大学を除く。以下「学校」という。）に就学し

ている児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第４条第２項に規定する障害児の生活能力の向上及び社会との交流の促

進を図る」に改める。 

 第４条第１号を次のように改める。 

⑴ 法第６条の２第４項に規定する放課後等デイサービスに関する業

務 

 第４条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条第４号中「前３号」

を「前２号」に改め、同号を同条第３号とする。 



 第１１条各号を次のように改める。 

⑴ 法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定に係る障害児 

⑵ 法第２１条の６の規定による措置を受けた障害児 

 第１３条第１項中「小学校、中学校又は特別支援学校」を「学校」に

改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、学校の休業日に係る保育室の利用時間は、

午前９時から午後５時３０分までとする。 

 第１７条及び第１８条を削り、第１９条を第１７条とし、第２０条を

第１８条とする。 

 第２１条中「児童又は生徒１人につき月額３万円（利用時間を延長し

た場合については、日額９００円）」を「法第２１条の５の３第２項第

１号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」に

改め、同条を第１９条とする。 

 第２２条を第２０条とし、第２３条を削り、第２４条を第２１条とす

る。 

 

附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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議案第８号参考資料 
 

北本市障害児学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 

（下線は改正部分） 
現             行 改      正      案 

 （目的及び設置） 
第１条 市内の小学校及び中学校の特別支援学級に在学す

る児童及び生徒並びに特別支援学校に在学する市内在住

の児童及び生徒の健全な育成に資するため、北本市障害児

学童保育室（以下「保育室」という。）を設置する。 
 
 
 
（指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

⑴ 心身に障害のある児童及び生徒の健全な育成にかか

わる事業の運営に関する業務 
⑵ 保育室の利用の許可に関する業務 
⑶ 略 
⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると

認める業務 
 
（保育室を利用できる者） 

（目的及び設置） 
第１条 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規

定する学校（幼稚園及び大学を除く。以下「学校」という。）

に就学している児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。

以下「法」という。）第４条第２項に規定する障害児の生

活能力の向上及び社会との交流の促進を図るため、北本市

障害児学童保育室（以下「保育室」という。）を設置する。 
 
（指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 
⑴ 法第６条の２第４項に規定する放課後等デイサービ

スに関する業務 
 
⑵ 略 
⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると

認める業務 
 
（保育室を利用できる者） 
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第１１条 保育室を利用できる者は、次のいずれかに該当す

る者とする。 
⑴ 市内の小学校又は中学校の特別支援学級に在学する

児童又は生徒 
⑵ 特別支援学校に在学する市内在住の児童又は生徒 
⑶ 前２号に掲げる者のほか、指定管理者が必要と認める

者 
 
（利用時間） 

第１３条 保育室の利用時間は、小学校、中学校又は特別支

援学校の放課後から午後５時３０分までとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日に係る保

育室の利用時間は、それぞれ当該各号に定める時間とす

る。 
⑴ 小学校、中学校又は特別支援学校の春季、夏季及び冬

季の休業日 午前９時から午後５時３０分まで 
⑵ 小学校、中学校又は特別支援学校の休業日（前号に掲

げる休業日以外の休業日をいう。） 正午から午後５時

３０分まで 
３ 略 
 
（利用許可） 

第１７条 保育室を利用しようとする者は、あらかじめ指定

管理者の利用の許可を受けなければならない。 

第１１条 保育室を利用できる者は、次のいずれかに該当す

る者とする。 
⑴ 法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定

に係る障害児 
⑵ 法第２１条の６の規定による措置を受けた障害児 

 
 
 
（利用時間） 

第１３条 保育室の利用時間は、学校の放課後から午後５時

３０分までとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、学校の休業日に係る保育室の

利用時間は、午前９時から午後５時３０分までとする。 
 
 
 
 
 
 
３ 略 
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（利用許可の取消し） 

第１８条 指定管理者は、保育室を利用する者が次の各号の

いずれかに該当するとき又は保育室の運営上やむを得な

いと認められるときは、当該利用の条件を変更し、若しく

は利用を停止し、又は当該利用許可を取り消すことができ

る。 
⑴ 児童又は生徒の疾病その他の事由により、他の児童又

は生徒に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。 
⑵ 利用料金を一定期間納付しなかったとき。 
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要がある

と認めたとき。 
 
第１９条・第２０条 略 
 
（利用料金） 

第２１条 保育室を利用する者は、児童又は生徒１人につき

月額３万円（利用時間を延長した場合については、日額９

００円）を超えない範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定めた利用料金を納付しなければ

ならない。 
 
第２２条 略 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１７条・第１８条 略 
 
（利用料金） 

第１９条 保育室を利用する者は、法第２１条の５の３第２

項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算

定した費用の額を超えない範囲内において、指定管理者が

あらかじめ市長の承認を得て定めた利用料金を納付しな

ければならない。 
 
第２０条 略 
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（利用料金の免除） 
第２３条 指定管理者は、特別な理由があると認めるとき

は、第２１条の規定による利用料金を市長の承認を得て減

額し、又は免除することができる。 
 
第２４条 略 

 
 
 
 
 
第２１条 略 

 
 


